
奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
の

届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
一
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

森

本

俊

一

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

（
イ
）
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の

届

出

年

月

日

氏

名

の

氏

名

所

在

地

明
日
香
の
夢
あ
る
村

中
井
健
一

森
川
一

高
市
郡
明
日
香
村
大

令
和
三
年
四
月
十

づ
く
り
会

字
岡
一
〇
〇
ー
二

五
日

い
く
か
わ
真
也
後
援

生
川
真
也

生
川
真
也

御
所
市
大
字
東
松
本

令
和
三
年
四
月
五

会

四
四

日

奥
田
し
げ
か
ず
後
援

小
阪
敏
晴

西
村
元
成

高
市
郡
高
取
町
大
字

令
和
三
年
四
月
十

会

上
子
島
二
ー
七

二
日

共
育
会

小
村
尚
己

樽
木
大
勢

生
駒
郡
斑
鳩
町
興
留

令
和
三
年
四
月
二

七
ー
七
ー
二

十
一
日

さ
い
と
う
有
紀
後
援

田
中
公
崇

柳
澤
佳
孝

五
條
市
野
原
西
六
ー

令
和
三
年
四
月
二

会

三
ー
一
三

十
日

佐
野
か
ず
の
り
と
奈

佐
野
和
則

西
田
恭
子

奈
良
市
南
紀
寺
町
一

令
和
三
年
四
月
五

良
の
い
い
と
こ
み
つ

ー
二
三
四
ー
一

日



け
る
会

杉
岡
ま
さ
じ
後
援
会

藤
本
龍
一

徳
田
圭
司

磯
城
郡
田
原
本
町
大

令
和
三
年
四
月
二

字
満
田
三
九
二

十
一
日

奈
良
ま
ち
づ
く
り
研

森
章
浩

伊
藤
典
明

磯
城
郡
田
原
本
町
大

令
和
三
年
四
月
十

究
会

字
八
田
一
七
三
ー
五

五
日

野
口
か
つ
や
後
援
会

野
口
勝
也

辰
巳
和
哉

高
市
郡
高
取
町
大
字

令
和
三
年
四
月
十

観
覚
寺
七
六
ー
一

二
日

森
川
あ
き
ひ
さ
後
援

齊
藤
靖
雄

西
本
雅
昭

高
市
郡
高
取
町
大
字

令
和
三
年
四
月
二

会

兵
庫
一
四
九
ー
六

十
七
日

森
川
ま
さ
ひ
こ
後
援

中
井
健
一

森
川
一

高
市
郡
明
日
香
村
大

令
和
三
年
四
月
十

会

字
岡
一
〇
〇
ー
二

五
日

柳
田
ま
さ
た
か
奈
良

栁
田
昌
孝

栁
田
雅
美

奈
良
市
六
条
一
ー
一

令
和
三
年
四
月
五

を
良
く
す
る
会

二
ー
二

日

よ
し
ふ
み
会

植
村
佳
史

植
村
佳
史

奈
良
市
白
毫
寺
町
五

令
和
三
年
四
月
二

七
〇
ー
一

十
二
日

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
支
部
）

（
イ
）
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の

届

出

年

月

日

氏

名

の

氏

名

所

在

地

竹
本
直
一
後
援
会
奈

川
村
四
郎

駒
井
繁

城
市
竹
内
三
六
六

令
和
三
年
四
月
十



良
県

城
支
部

九
日
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